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はじめに 

 
本市は、平成 30 年 11 月に「子どもの権利条約」に基づいた

「富谷市子どもにやさしいまちづくり宣言」を行うとともに、

令和 3 年 12 月には、ユニセフから、全国初となる「ユニセフ日

本型子どもにやさしいまちづくり事業実践自治体」の承認を受

け、子どもにやさしいまちづくりと子育てにやさしいまちづく

りに全力で取り組んでおります。 

 近年、新型コロナウイルス感染症の流行や物価高騰等、こど

もを取り巻く環境がたいへん厳しい中、令和 3 年の国民生活基

礎調査において、我が国の「子どもの貧困率」は 11.5％という

状況にあります。一方、本市における「子どもの貧困率」は、令和 4 年 12 月に実施した子ども

の生活実態調査において 7.6％となっており、全国平均より低い状況にありますが、引き続き、

こどもの将来が生まれ育った環境によって左右されることがないよう、すべてのこどもが将来

に向けて夢や希望を持って成長できる社会の構築を目指していく必要があります。 

 このような中、本市で初めて実施した、子どもの生活実態調査により、こどもの貧困の状況

や生活の実態把握、ヤングケアラーの状況について調査及び分析を行い、その対策を総合的に

推進するため、「富谷市こども未来応援プラン」を策定いたしました。 

令和 5 年 4 月から実施している、県内 14 市で初となる小・中学校給食費の完全無償化や 18

歳までの子ども医療費の完全無償化など、本市独自の経済的支援をはじめ、社会全体でこども

と家庭を支え、妊娠、出産期からこどもの社会的自立までの切れ目のない支援を引き続き行っ

てまいります。  

本プランの推進にあたっては、庁内連携はもとより、市民の皆様や関係機関等と連携を図る

ことが重要と考えておりますので、引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願いいたしま

す。  

最後に、本プランの策定にあたりまして、富谷市子ども・子育て会議の委員の皆様をはじめ、

実態調査にご協力いただきました市民の皆様、関係機関各位に心から感謝を申し上げます。   

 

令和６年３月                           
 

富谷市長 若生 裕俊 
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注：「子ども」と「子供」の表記の混在について 

新聞やマスコミ等の報道においては両方の表記が使われていますが、行政機関によっても表記が異

なります。文部科学省は「子供」で表記し、厚生労働省は「子ども」で表記しています。本計画の

文章中、各省庁所管の法令等の表記はそのまま使用していますが、それ以外の表記は「こども」ま

たは「子ども」で統一しています。 

 



 

  




